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でい－ぴ－あいにほんかいぎ  しょうがいしゃじりつしえんほう  ぶぶんてき  みなお  しょうがいとうじしゃ  してん   
た  DP旧本会議は、障害者自立支援法の部分的「見直し」ではなく、障害当事者の視点に立った  

しょうがいしゃ じりコ  しゃかいさんか  じつげん    ほうせいど  けんきゆう けんとう  かさ  こんかい  
「障害者の自立と社会参加を実現する法制度」について、研究と検討を重ねてきました。今回、その  

しょうがいしやそうこうふくし ていげんはっぴょう  
ほうかしょうじつげんむ まとめとして「障害者総合福祉サービス法（仮称）の実現に向けての提言」を発表しました。  

あら ふくし  

新たな福祉サービスをめざして   

でい－U－い＼にはんかいぎ  ぎち一う  

DPl日本会議 議長  

みさ わ さとる  

揮 了  
り ょう しヤほんい  L上うがいしヤ  ち いきせい  

り、利用者本位で、すべての障害者の地域生  
ほうこうせいうかが  

かつささしく 括を支える仕組みへの方向性が伺えるものと  

はなり得ていない。  

いちきくねん  がつ  せいてい  L上うがいしヤけんl）じょうゃく   

一昨年12月に制定された障害者権利条約で  
だい  じ上う  じ りつ     せいかつiゴ上  ちいき しヤかい  

は、その第19粂＜自立した生活及び地域社会  

し上うかい へのインクルージョン＞の項に、「障害のある  
ものひょうとうせんたく 

ひとたいたじ すべての人に対し、他の者と平等の選択の自  
ちいきしヤカ▲い  せいかつ    ぴlうどう  けん り  

ゆう  ゆう                 由を有しつつ地域社会で生活する平等の権利  

ち いきしゃ  
ゆう                し上うがい       ひと       を有する。」とし、「障害のある人が、地域社  
力小 せいかつお⊥ しえん  
会における生活及びインクルージョンを支援  

こ りつ主 上   
なこノ     ちいき し1・かい           かく するため、並びに地域社会からの孤立及び隔   

ひつ上う   芋いたく  
り   上ご う し                           さ上 離を防止するために必要な在宅サービス、居   

しょうがいしヤしりつしえんほう  
一っん     じ っ し 「障害者自立支援法」が、2006年から実施さ  

ほうあんけんとうかてい ほうりねん  
れている。法案検討の過程から、法の理念・  
もくてき l土う  たいし一う  

かた 目的、法の対象、サービスメニューのあり方、  
しさゆうけってい 11う【：Lう  ひょ う ふたん   し く   とうとう  

支給決定の方法、費用負担の仕組み等々につ  
J〕Jぅ     らんだいてん  Lて さ  ねん  

いて、多くの問題点が指摘されていた。2006年  
し1うかいしヤじりつしえんほう  

かつ          かんぜんじっし 10月の「障害者自立支援法」の完全実施2ケ  

げつ ご       はゃ    しゅうせい  うご    Jう 月後には、早くも修正の動きが起こり、さら  
上 ヤ と う  

たL人 ご       ねん  がついこ う         に1年後の2007年9月以降は、与野党ともに  
し りつしえんはう    は1ばんてき  入なJj  さけ じ上うき上う  
自立支援法の「抜本的な見直し」を叫ぶ状況  

し・  
になっている。．しかしながら、ここで言われ  

ひ ょう j．  

はっほ工てき  JLなJ；                        る「抜本的な見直し」というものは、費用負  
ぷぷんてさしゅうせいしゅ  

たんかん 担に関する部分的な修正が主となるものであ  
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ちいき しヤかいしえん  
たく               ほか     宅サービスその他の地域社会支援サービス  

ふく （パーソナルアシスタンスを含む。）にアクセ  

かくほ スすること。」を確保するものとしている。こ  
でい－ぴ－あいにlゴんかいぎ  

き てい   ふ        うした規定を踏まえて、DPI日本会議としては、  
しょうがいLヤじりつLえんほう  とだい  ぶぷんてき  
障害者自立支援法を土台とし、それに部分的  

しゅうせいほどこ 
みなお な修正を施すという「見直し」にとどまるも  

し▲うがいしヤ   みすか    はんだん  
のではない、「すべての障害者が、自らの判断  

しゅたいてきちいきせいかついとな 
らとかのう の下で、主体的な地域生活を営むことを可能  

しえんかたついきゅうもくてき とする」支援のあり方を追求することを目的  
しょうがいしヤ  じりつせいかつ  ちいきしヤかい  

として、「障害者の自立生活、地域社会のイン  
Lヤかいほし上うせいきくけんきけうじぎょう  

か          クルーシブ化のための社会保障政策研究事業」  
けんきゅうかつとうおこな けん  

をたちあげ、研究活動を行ってきた。この研  
きゅうかつどう  でい－ぴ－あいにほんかいぎじょうにんいいんかい  もと  

究活動は、DPI日本会議常任委員会の下におか  
おのうえじむき上くちょう  せきにんしヤ  とうょうだいがく  

れ、尾上事務局長を責任者とし、東洋大学の  
きたのせいいち やまなしがくいんだいがくたけはたひろし  
北野誠一さん、山梨学院大学の竹端寛さんの  

ふた り  き上う1）ょく  え   じっ し  

お二人の協力を得て実施された。イギリスや  

くにぐに アメリカ、スウェーデン、カナダといった国々  
はじ  

の、パーソナルアシスタントサービスを始め  
し▲うがいしゃ  じ りつ   Lヤかいさんか  Lえん  

とする、障害者の自立と社会参加を支援する   
L く  かん  しょうがいとうじしヤ  ふく  かんけいしヤ  
仕組みに関しては、障害当事者を含む関係者  

とう せっきよくてき Jjこな  

からのヒアリング等も積極的に行ってきた。  

えちしきい  これらのヒアリングで待た知識を生かしな  

あらふくしりねんもく がら、新たな福祉サービスにおける理念・目  
たいLよう  しき岬うけってい  

てき  ほう       し く   とうとう  けんしょう 的、法の対象、支給決定の仕組み等々を検証  
し上うがいし1■  じ り つ   しヤかいさんか  

さぎょう                   する作業をすすめ、障害者の自立と社会参加  

じつIfん    ほうせいど        けんとう  かき を実現する法制度について検討を重ねてきた。  
しょうがいし1■そうごうふくし  

せいか                   ほう その成果として、「障害者総合福祉サービス法   

かし上う    じつげん  む       ていげん           あ （仮称）の実現に向けての提言」をまとめ上げ  

でい－ぴ－あいにほんカ・いぎ  

ることができた。DPI日本会議としては、この  

ていIfん    L上うがいとうじLヤ   
はじ         おお    かたがた 提言を、障害当事者を始めとする多くの方々  

ひひ上うあお 
しめかんが にお示しし、批評を仰ぎたいと考えている。  

ていげん  じつげん  カ、くせいとう  

さらに、この提言の実現をめざして、各政党  
かくほうめん  せっき▲くてき はたら  

はじ                    つ上 を始めとする各方面に積極的な働きかけを強  
せいさくけんきゅうじぎょう  

こんカーい    めていきたい。なお、今回の「政策研究事業」  
ただい  かんしん    Lめ   

くだ      たがく     じ▲せい に多大の関心をお示し下さり、多額のご助成   

たまわ          j．くしぎいだん  たい      あらた   ムか を賜ったキリン福祉財団に対して、改めて深  

かんしゃ く感謝するものである。  
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こんかい しょうがいしゃそうごうふくし ほうあん  

今回の「障害者総合福祉サービス法案」  
がいよう  

の概要について  
とう▲うだいがく  が く ぶ きIラじ●  

東洋大学ライフデザイン学部教授  

きたのせいいち  

北野誠一  
こんかい  ほうあん  ちゅうLんぷぷん  

リ 3．そこで、今回の法案の中心部分は、A．理  
ねん  もくてき   たいし上う  ていぎ  しきゅうけってい  
念・目的、B．対象と定義、Cサービス支給決定  

ない上う  
しくぎいげん の仕組み、D．財源、Eサービス内容、F．サービ  

lノ 上うしゃ  けん り   けん り 上 う ご  

ス利用者の権利と権利擁護の6つである。こ  
Jぅもヤ董もと おもおのうえ  

こでは、Bは主に山本が、CとDは主に尾上が、  
おらたけばたの 

きたのちゅうしんの Fは主に竹端が述べ、北野はAとEを中心に述   

べる。  

かたち   Iiうあん  こうそう  

こんかい                 1．まず、今回このような形で、法案を構想  
き王ぎ王  もんだい  ら    しょうがいしヤじりつしえん  

したのは、様々な問題を持つ「障害者自立支援  
しょうがいして・  

ほう   たい           かぞく 法」に対して、障害者とその家族、さらにサー  
ていき上うしえんしゃなど  ききてきじょうきょう  

せっばく     ビス提供支援者等から、切迫した危機的状況  
ぶぶんてきてなお  

こくほつ            」 し － し    を告発されながら、後手後手の部分的手直し  
めいかく  し上うがいしヤしえん  

しゅうし    上 と う  たい         に終始する与党に対して、明確な障害者支援  
ほうこうせいしめ 

かんか のあるべき方向性を示したいと考えたからで  
。㌫ぷんてさ  Lゆうせい    いっきいちゆう  

ある。もはや部分的な修正に、一喜一憂した  
のぞつな L上う  

り望みを繋ぐことができないだけでなく、障  
がいとうしし1・ うんとう  
吉当事者とその運動が、そのようなことにそ  

とろう のエネルギーをつぎ込むことは徒労であり、  

わたし                   てんほう        し上うがいしヤ 私たちがすべきことは、展望のある「障害者  
そうごうふくし ほうあんづく  
総合福祉サービス法案」作りである。  

し上うがいしやじりつしえんほう  だい じ上う もく  
たし             4．確かに「障害者自立支援法」も、第1粂（目  
てき  し1うがいし1▲Jj上  し上うがいじ  ゆう  
的）で「＝…・①障害者及び障害児がその有す   

のうりょくお上  てきせい  おう  にちじ1うせいかつまた  

じ り つ     る能力及び適性に応じ、自立した日常生活又  
しヤかいせいかつ いとな  ひつ上う  

は社会生活を営むことができるよう、必要な  
し1うかいふくし  かかわ きゅうふ    ほか  しえん  
障害福祉サービスに係る給付その他の支援を  
おこな  し上うがいしヤお上  し上うがいじ  ふく し  ぞうしん  
行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進  

し1うがいうむ  

ほか を図るとともに、②障害の有無にかかわらず  
こくみ人  そう ご  しんカ・く  こせい  そんち上う  あ人しん  く  
国民が札けに人格と個性を尊重し安心して羊  

ちいき しヤカ・い   じつげん   き ょ  
らすことのできる地域社会の実現に寄与する  

らくてさうた ことを目的とする。」と言匝ってはいる。  

こんかいほうあん  
2．とはいうものの、今回の法案については、  
じかん  り上う  かんけい  
きん上く 時間と童の関係でいくつかの禁欲をしなけれ  

いりょう力▲んけい 
ぷぷん ばならなかった。まず、医療に関係する部分   
し上うりヤく  し▲うがいじ  かん    Lえん  いっ  

は省略した。さらに障害児に関する支援や一  
ば人し坤うろう かん  しえん  ぷぶん L上うり1く  

股就労に関する支援の部分も省略せざるをえ  

なかった。  
あいだ  むしゅん  し上う  

も人たい               5．問題は①と②の間に矛盾が生じているこ   

とである。   
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こういてき   よ  
わたし      こんごい き 上  ②は、好意的に読めば、私たちが今後依拠  

し1うがいしヤけんりじょうやく  だい じ▲う  じ上うやく  
すべき「障害者権利条約」第19粂「この条約  

ていけつこく    し上うがい  
ひと    ほか の締結国は、障害のあるすべての人が、他の  

ちいきしヤかい  
ひと  び一うとう  せんたくけん  もと          人と平等な選択権に基づいて、地域社会で  

び上うどう  けん り   
せいかつ         みと         けんり   い 生活する平等な権利を認め、この権利を活か  

ちいきLヤかい   きんか  さんかく  

こう か して、地域社会に参加・参画できるよう効果  
てき  てきせつ  しえん おこな  そ人Lょく  

的で適切な支援を行わねばならない。」と遜色  
しヽ  

ないと言えよう。  

じりつしえんほう  L上うがいしぺ■  か   

ところが、自立支援法の（》は、「障害者が可  
かいせいし1うがいし十  

能な のう  かぎ  ちい き         じ りつ       限り地域において自立した（改正障害者  

きほんほうたいじ上う 
ゆう 基本法第8条の2）」ではなく、「その有する  
のうりょくお上 てきせい   lこちじ1うせいかつ  

おう         じりつ    能力及び適性に応じ」た「自立した日常生活  

しえん Jjこな  

また  しヤかいせいかっ    たい      又は社会生活」に対する支援を行うとしてし  
ほかひとび上うどう 

ちいき まったために、⑦の「他の人と平等に、地域  
しヤかい  さんか  さんかく  ひつ上う  しえん  
社会に参加・参画する」のに必要な支援サー  

じゅうど  し上うがいしヤ  ひ1うどう  ほし上う  

ビスは、重度の障害者においても平等に保障  

されるというわけにはいかなくなったのだ。  

しょうがいしヤえんじ上  
えるえすえ寸 ほう         だい 「障害者援助サービス（LSS）法」では、第   

ほうりつ らくひ▲う  
じ上う もくひlう              はうりっ 5条（目標）「この法律の目標は、この法律の  
たいし上うしヤ   たいLょう  どうとう  せいかつ  カ・のう  
もの       対象者が、対象でない者と同等な生活を可能  

にすることである。」  
だい  じ上う  だい  じ上う  がいとう  にちじ上うせいかつ   
もの      第8粂「第1条に該当する者は、日常生活  

えんじ上  ひつょう  
なん                ほか  しゅだん    だい に何らかの援助を必要とし、他の手段では代  

だい  じ工う  かか  
たい                         とくべつ  えん 替できないときは、第9条に掲げる特別の援  

じょつけんりゆう 助とサービスを受ける権利を有する。」とある。  
し上うがいしヤ   しょうがい  しふん  び上う   

ここでは、障害者が、障害のない市民と平  
しみんせいかつ  しヤかいさんか  

どう                 ひつよう 等の市民生活（社会参加）をするのに必要な  

けんりえんたいとるめんと 
しえんうめいかく 支援を受ける権利（Entitlement）が明確であ  

ちほうぷんけん  
る。それでも、スウェーデンの地方分権がも  

ぎいせいてきせいヤく  も人だい  
わたし たらす財政的制約の問題をふまえて、私たち  

くにとうぎいせいてき 
ほうあんささ の法案では、「国等が財政的にそれを支えるこ  

ぎむづ ひょうIfん  

とを義務付けること」という表現をとった。  

たいし工う し上うがい  ていぎ  
lまう               Lきゅうけっ 8．法の対象と障害の定義、サービス支給決  
てい  し く  ぎいげん  お上  ちいきいこう  
定の仕組みとサービスの財源、及び地域移行t  
たいいんそくしん  けんり 上う ご  い か  し上ろんこう  
退院促進・粍利擁護は、以下の諸論考にある  

とおりである。  

いちどくわとおわたしほうあん  一読してお分かりの通り、私たちの法案の  

きち上う  なが  つうじ上う  しみんしヤかい   し上うかレ  
基調に流れるのは、「通常の市民社会で、障害  

しみん  び上うとう  しみんせいかつ  しでかい  
しヤ  しょうがい             者と障害のない市民が平等の市民生活（社会  

ひつ上う   しえん  
与んか                   う     けんり 参加）をするのに必要な支援を受ける権利」  

ぜんし入ん  ほL上う  り ねん  
を全市民に保障するという理念である。  

オ）け    ゎたし  ほうあん  り ねん  もく  
6．という訳で、私たちは、法案の理念・日  

てきいかかんが 的を以下のように考えた。  
しようがい  

はうしょうがいひと 「この法は、障害のあるすべての人が、障害  
び上うどう  き そ  かんぜん  しヤかい  

ひと                 のない人との平等を基礎として完全に社会に  
ひつ上う  しえん  

さんか           かのう                参加することが可能となるよう、必要な支援  
しち上うそん  ていき上う  

おょ  くにとう サービスを市町村が提供すること、及び国等  
ぎむづ  

ぎいせいてきささ が財政的にそれを支えることを義務付けるこ  

もくてき とを目的とする。」  
くに  こうれいしヤしえん  きてい  

かい 9，わが国の高齢者支援を規定している「介  
ご ほ けんほう  だい  じ上う  だいいっこう  
護保険法」は、その第2粂の4で「第一項の  
ほけんきゅうふ  ないょうお上 十いじゅん    ひほけんしヤ  ょうかい  
保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介  

し上うかいL↑lナんりじ上うヤく  だい  じ上う  ちか  tiうりつ   

ゆう 7．「障害者権利条約」第19条に近い法律を有  

くに する国はスウェーデンである。  
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ニじょうたい  げあい  かのう  かぎ  
護状態となった場合においても、可能な限り、  

き上たく               ゆう    のうり上く  おう   じ その居宅において、その有する能力に応じ自  
にちじ上うせいかつ いとな  

りつ                          はい 立した日常生活を営むことができるように配  

り上 慮されなければならない。」としている。  

7〉－のうかぎき上たく  ここには、「可能な限り、その居宅において」  
つうじ上う  しみんしヤかい  ちか    ひ上うげん  

という「通常の市民社会で」と近しい表現が  
のうり上くしゅぎ  

とられている。しかしながら、その能力主義  

てきひ1うけん【土いり上 的表現と、「配慮されなければならない」とい  
けんりせい  上わ  ひょうげん   

こ う権利性の弱い表現を超えてゆかねばならな   

い。  

ぎいせいてきせいやくとう  おんけい  はいり上  
れば、それは財政的制約等の恩恵（配慮）す  

がわ   し い て き  さいl）ょうけん  のこ  

る側の窓意的な裁量権を残しており、すべて  
Lふ・んけんり ぇ  

の市民の権利とはなり得ていない。  

よとうはあてきたいおう  
11．これまでの、与党の場当たり的対応、と  

り ょ うj．たん  たい  くず  てきたいおう  
りわけ、利用負担に対するなし崩し的対応は、  

おうのうふたんちか  
しくかぎ その仕組みを限りなく応能負担に近づけなが  

エ．た：人．カ の う   こうし上とくしゃ     わりふたん  とど  

ら、より負担可能な高所得者を1渕負担に留  

1jうのうふたん  ほそく りつ  わる  
めており、応能負担よりも捕捉率が悪くなっ   

てしまっている。  
し え ん ひせ し・ど  

たんか   お     じゅうど  また、支援費制度よりも単価の落ちた重度  
ほうLんかいご  

訪問介護やグループホーム・ケアホームは、  
LんたいL上うがいしヤ  ちてきし上うがいしヤ  にゅうし▲Lせつ  

まさに身体障害者や知的障害者の入所施設か  
ちいき いこ う  せいしんL上うがいLヤ  せいしんかび上ういん  

らの地域移行、精神障害者の精神科痛院から  
らい き いこ う   きいだい  しヤかいしげん  

の地域移行の最大の社会資源だったわけであ  
にな  じぎょうしヤ  あいそ   つ  

じ り、それを担う事業者に愛想を尽かされた自  
じ りつ し えんほう  

りつ L えんほう           な  あたい 立支援法は、自立支援法の名に値しない。  

くに  し上うがいしでしえん  きほんてき  きてい 10．わが国の障害者支援を基本的に規定して  
かし・せいL上うがし しヤきほんほう  だい  じ上う  

いる「改正障害者基本法」は、その第3条の  
だいじlう  

2および、第8粂の2で  
しょうがいしヤ    しヤかい  こうせい  

いちいん 「すべて障害者は、社会を構成する一員とし  
Ll■かし・ けいざい  ぶんか  

はか         ぷんヤ  かつ て社会、経済、文化その他あらゆる分野の活  

とう  きんカ・    き かい  あた 勤に参加する横会が与えられる。」  
し上うがいしヤ  ふ く し  かん  
し き く   こう       あた 「障害者の福祉に関する施策を講ずるに当っ  

Llうがいしヤ じしゅせい じゅうぷん そんち上う  

ては、障害者の自主性が十分に尊蒐され、かつ、  

し上うがいしヤ かのう  かぎ  
ちい き         じ り つ 障害者が可能な限り、地域において自立した  
にちじ上うせいかつ いとな  
ほいりょ 日常生活を営むことができるよう配慮されな  

ければならない。」としている。  
つうし1う  しみんしでかい    L▲うがいしヤ L上う   

ここにも、l‾通常の市民社会で、障害者と障  
がい  Lみん  ひ上うどう  しみんせいか1  し↑かいさんか  

害のない市民が平等の市民生活（社会参加）  
ひつょうしえん 

けんりちか をするのに必要な支援を受ける株利」に近し  

ひょうげん きかいあた  
い表現がみられる。しかしながら、「機会が与  

まいり上  
えられる。」「配慮されなければならない。」と  

ひlうけん   Lェうかいし1r Jiんけい  はいり上  じゅどうてき  
いう表現は、障害者が恩恵（配慮）を受動的  

たいし上う 
きてい に受ける対象として規定されているのだとす  

じだい  い王  こうきこうれいしヤいり1うもんだい  かい ご ほ  

12．時代は今、後期高齢者医療問題や介護保  
どうろとくていぎいIfん  いっばんぎいげんか  

けん み な               険見直し、そして道路特定財源の一般財源化  
ちほうぎいけんからんだい  

かたち    こくÅん    しん や地方財源化問題という形で、国民に、真に  
いりょう  かいじ上   ち ほ う し ち  

のぞ                     なに 望ましい医療や介助や地方自治とは何かとい  
せい じ  l】んLつ  ほんまる  せ壬  

わたし            と        う、「私たちの政治の本質を問う」本丸に迫り  

つつあるといえる。   
L上うがいしヤそうごうふくL  

わたし                    ほう  私たちのこの「障害者総合福祉サービス法」  

せいじてきへんカ▲く   げき どう き  
ナjJj           が、そのような大きな政治的変革の激動期に  

し上うカ・いしヤしき〈   てんカ・い   ぎちん  
おいて、これからの障害者施策の展開の議論  

いちじ上ねか のささやかなる一助になれればと願っている。   
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しょうがい ていぎ  

障害の定義について  
餌
対
 
 

の
 
 

椚
法
 
 でい－ぴ－▲いにほ人かい－  

DPl日本会諸  

やまもとはじめ  

山本 創   

し1うがいしゃてち▲う   し 上 し  

にもかかわらず、障害者手帳を所持していな  
くちだんかい  はいじ上  

てつづ     い      いために手続きの■入り口段階で排除される  

ものうだしく 者を生み出す仕組みとなっている。つまり、  
こうかてき  さんか  

げんこうせいど     Lヤかい    かんぜん       現行制度は、「社会への完全かつ効果的な参加  

ぎまた    し▲うがい   も                 カ、か を妨げる障害を持っている」にも関わらず  
ほいじょものせいと 排除される者がいる制度なのである。  

げんじ上う そうきゅう かいL上う  

げんこう  この現状を早急に解消するために、現行の  
L上うがいLヤてち上う  

い   くち  はいじょ 障害者手帳をもっているものは入り口で排除  

とうせんうえL されないことは当然とした上で、持っていな  
Lき岬うけっていかて）l  

くても、サービスへのニードが支給決定過程  
はうりっ  たいし上う  

みと         ばあtl           において認められる場合は、この法律の対象  
し1うがいしヤけんりじ1うヤく  てい き  

となるとした。また、障害者権利条約が提起  
こうかてききんか  

しやかいかんぜん している「社会への完全かつ効果的な参加を  
さまた  もの  L▲うがいがいねん せっきlくてき  

妨げられている者」との障害概念を積極的に  
いかきていてもーき  

レい 敢り入れ、以下の規定を提起することとした。  
ほうりつ             しんたいし上うがいしヤてち上う  りょう 「この法律においては、身体障害者手帳、療  
いくてち上う  せいしんほけんふく LてちJう   L 上 L  

育手帳、精神保健福祉手帳の所持にかかわら  
Lんたいてき  せいしん  ちてきし▲うがい  

ず、身体的、精神・知的障害にともない、砲  
ぴエうとう  き そ  

もの              しヤかい    かんぜん の者との平等を基礎として社会への完全かつ  
こうカ・てき  さんか  きまた．  

もの  じ 効果的な参加を妨げられている者（児）であっ  
しきゅう  

ほうりつひつょう て、こ甲法律のサービスが必要であると支給  
みと  たいし∫う  

けっでい                  bの   じ     決定において認められる者（児）を対象とす  

る。」  

し上うがいしヤけんりじ上うヤく               もくでき  障害者権利条約においては、その日的には、  
し申しゅ  し上うへき    そうごきょう  

し上うがい     ひと             「障害のある人には、種々の障壁との相互作用  
ぴようどう  き そ  

た   もの              しヤカ・い により、他の者との平等を基礎とした社会へ  
こうかてききんかきまた  

かんぜん の完全かつ効果的な参加を妨げることのある、  

ち上うき  Lんたいてき  せいしんてき  ちてきまた  かんかくてき   き 長期の身体的、精神的、知的又は感覚的な機  
ひと  j、く  

のうLようがい               きてい 能障害のある人を含む」と規定がなされてい  

こぅかてき  きん か  
しヤかい    かんぜん        る。つまり、「社会への完全かつ効果的な参加  

L▲うがい  がいわん  

きまた                  きじゅん         を妨げられる」ことを基準とした障害の概念  
Lめ  うえ  とくてい  し上うがいしヤ  はいL上  

が示されたと、特定の障害者が排除されるこ  
じゅうぷんちゅうい めいき  

とのないように十分に注意することが明記さ  

れている。  
にほん  げんじ∫う    しんたいきのう  

とっ  しかし、日本の現状では身体機能のみに特  
せましょうがいはんい  

か 化した、きわめて狭い障害の範囲となってい  
じりつLえんほう  たいしlう    だい  じ▲う  

る。「自立支援法」における対象は（第4条）、  
けっき上くかくし上うがいしゅぺつ j．く しIきう  しょうがいしヤ  
結局、各障害種別の福祉法にいう障害者となっ  

とく    LんたいLェうがいしゃふくLはうだい じ▲う  

ている。特に、身体障害者福祉法第4粂では、   
しんたいし▲うがいしヤ  ぺっびょう  かか    Lんたt・L上う し上うがし  

「身体障害者とは、別表に掲げる身体上の障害  
と と う ふ け ん ち じ  

さいいじ上う  Lの                   がある18歳以上の着であって、都道府県知事  
しんたいし▲うがいしヤてち上う  こ うふ   つ  

から身体障害者手帳の交付を受けたものをい  
べっぴ1う  とくてい  きのうし上うかい  かた上  

う」と、別表による特定の機能障害に偏った  
こうちよくにんていきじゅん もと  

リジッド（硬直）な認定基準と、それに基づ  
しんたいし上うがいし1■てちょう  こ うふ  上うけん  めいき  

く身体障害者手帳の交付が要件と明記されて  
じりつしえんほう 

し いる。そのために「自立支援法」における支  
きゅうけッてい  し上うがいていどくぷん  がいとう  
給決定プロセスでの障害程度区分で該当する  
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しきゆうけっていしく 支給決定の仕組みと  

ざい  

財
 
 

の
 
 

ス
 
 

ビ
 
 

サー  

てし、一び－▲い」uんケいぎ  じ亡き▲く～一う  

DPl日本会議 事務局長  

おのうえこうじ  

尾上浩二  
り上う り上うしゅるいき  
利用できるサービスの量や種類が決められ、  

じゅうなんしきゅうけってい  
ひとりもと 一人ひとりのニードに基づく柔軟な支給決定  

こんなん を困雉にしている。  
けんりじ上うヤく   きてい  
しヤかい    かんぜん    こう  権利条約が規定する「社会への完全かつ効  

か てき   さんか    こ じん   じりつお上   じ り つ  みずか せんたく  
果的な参加」「個人の自律及び自立（自ら選択   

L上うがいしヤlまんlこん  

おこな  じゆ う  ふく                  を行う自由を含む）」をふまえ、障害者本人  
い こ う   もと  かんきょうてき上うい人   しヤかいさんか  

の意向に基づき、環境的要因や社会参加の  
せい1■くとう  き上うぎ  ち上うせい  けってい  
制約等もふまえた、協議・調整による決定が  

しくひつ上う できる仕組みが必要である。  
げんこう  し工うがいていどくぶん  はいし    ほんにん  いこう   
現行の障害程度区分ほ廃止し、本人の意向  

せいLん  しんたい  じょうたい  

きほん             を基本として、精神・身体の状態のみならず、  
し十かいさんか  せいゃく  かんき上うょういん  かんあん    しきゅうけっ  
社会参加の制約や環境要因も勘案して支給決  
ていLく 
／か 定する仕組みに組み換えていく。  

LエうがいしヤじL人  しこけってい  ひつ上う   
障害者仁l身の自己決定にもとづいて、必要  

えちいきく なサービスを得ながら地域で暮らせるように  
ほんにん きほん  

していくためには、本人のニードを基本にし  
ていきょうかのう 

しきゅうけっていぎいけん た支給決定とサービス提供が可能になる財源  

かくほLくもと 確保の仕組みが求められる。  

ほんにんきほん 本人のニードを茎本に、  

きょうぎちょうせいしきゆうけっていしく  
協議・調整する支給決定の仕組みへ  

じりつしえんほう    し上うがいてし・と’くぷん    かいごほけん  
「自立支援法」の障害程度区分は、介護保険  

こうもく               に人ていこうらく  ち上うさ おこな の79項目をべ－スにした認定項目で調査が行  

にんていしんさかい はん  
われ、コンピューターと認定審査会による判  

こうもくつい  
ていおこなしく 定が行われる仕組みとなっている。27項目が迫  

かかいごほけんこうもく 加されているが、介護保険の79項目にヒット  
くぷんいじ上う 

かぎで しない限りは区分4以上が出ないプログラム  
に じl土んてtl    へんこうりっ  たか  

である。そのため二次判定での変更率は高く、  
しんさかい かくさ  
審発会による格差もみられる。  

とうじし十うんとう  
わたし          てい き         ょうかい  私たち当事者運動からの提起もあり、要介   

ご に人てい く ぶん  しきゅうげ人とがく   さだ  かい こ ほ  
護認定区分で支給限度額が定められる介護保  

しつし▲うおう 
けんひとりl 険とは衰なり、「一人ひとりの実情に応じて女   
さゆノIけってし▲上二な  しっ  
給決定を行うこと」とされている。だが、実  

L上 うがいていどくぷ′L  

l；jユ     い ら   し 際には「障害程度区分」が大きな位置を占め、  

セルフマネジメント・  
ほんにんちゅうしんしえんけいかく  
「本人中心支援計画」とエンパワメント  

さ上うぎ ち上うせい  しきゅうけってい   し く  
ぎ上う  協議・調整による支給決定の仕組みを、（行  

せいしゅとう   しぎ1うし上しゅと′う  Iiんにん  い こ う  

政主導や事業所主導ではなく）本人の意向に  

ノン 基づくものとするためには、セルフマネジメ  
ぴ－L－あいぴ－ぴ－ほんにんちゅうしん  

き【iん  ij            ントを基本に置くとともに、PC－IPP（本人中心  
Lえんけいカ・く    lまんにん                      L く の支援計画）や本人のエンパワメントの仕組   
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きじゅ人   はんい  ふたんき人   し  
くにとう           れた基準の範囲でしか国等からの負担金が支  

はら               おお    せいヤくょういん         げん 払われず、それが大きな制約要因となり、現  
こっこふたんき じゅん  iぅう  しきゅうけっていきじゅん  

じつ              実には国庫負担基準に応じた支給決定基準を  
もう しちょうそんおお  
設けている市町村が多くなっている。  

しきゅうけっていかく   
ひとりもと  一人ひとりのニードに基づく支給決定を各  

しちエうそん  じゅうなん おこな  
市町村が柔軟に行えるようにするために、ま  

ぎむてきけいひかほんらいしゅし 
し た「義務的経費化」の本来の趣旨からも、市  
ちょうそん とっきい  
上う     ひょ う  たい 町村が実際にサービスに要した費用に対して、  

と とうふけん  いっていわりあい  ひ上 う   ムたん  
くに                し 国、都道府県が一定割合で費用を負担する仕  
くひつょう 組みにかえる必要がある。  

さいぎいたくりょう  その際、在宅サービスの利用については、  
としごと  り 上う しヤ  り上う  いっていへんとう  
年毎に利用者やサービス量が一定変動するこ  

み こ      ぎいげん  王かな             し か     ひつ とを見越して財源を賄えるような仕掛けが必  

上う               くに        し上うがいしヤぜんたい 要となる。また、国レベルで障害者全体から  
ちょうじカ・んかいご  

げあい  けっ    おお        みた場合、決して多くない長時間介護サービ  
ぎいせいてきしえん 

しくひつょう スへの財政的支援の仕組みも必要となる。ス  
ウェーデンでは、パーソナル・アシスタント・  

り 上う しヤ  うち  しゅう  じかん  
こ      は サービスの利用者の内、過20時間を超える場  
あい えるえーえすえすほう  べつ  はうりっ  たいおう  
き そ 合は、LASS法という別の法律で対応し、基礎   

Lやかいきんこ  

じ ち た い            ぜんこく           自治体ではなく、全国レベルの社会金額でそ  
ひょうまかなしく  

の費用を賄う仕組みがとられてきた。  

り上う  こうしたこともふまえて、サービス利用の  
いってい  へんとう  たいJjう  ち上うじカ・んかいご  
一定の変動に対応するとともに、長時間介護  

しち上うそん    ぎいせいてき   ふ か   かんわ  
とう              サービス等の市町村の（財政的）負荷を緩和・  

ち上うせい  ち▲うせいききん  と とうふけん  
調整するための、調整基金を都道府県ごとに  

ぎいせいてきしえんべっとおこな 
せっちしく 設置し、財政的支援を別途行う仕組みをつく  

じりつLえんほう  

ねんしっし る。2006年から実施されている「自立支援法」  
と どうふけん   き き ん   

とくべったし・さく               Lう の特別対策では、都道府県に基金が設けられ  
しゅうぷんかのう  

ていることからも、十分可能なことである。  

ふかけつ  
みが不可欠である。たとえばカリフォルニア  

りようとうじしゃとう   り じ：かい   かl土ん  

では、サービス利用当事者等が理事会の過半  

すうしきかん 数を占める機関（リージョナル・センター）が、  

ヤくわりになきかん そうした役割を担っている。この機関におい  
はんにんきんかく だれす  

ては、本人参画のもとに、「どこで誰と住むか、  
だれ す  
誰とつきあうか、どう過ごすか」と、そのた  

ひつ上う  しえんとう  ないょう    び－し－あいぴ－ぴ」・さくせい  

めに必要な支援等を内容とするPC－IPPを作成  
じゅん  

している。リージョナル・センターに準じた  
きかん  にほん  

きのう   も                ひつ上う 機能を持つ棟関が日本においても必要である。  
し上うがいていとくぷん  は1い し  

ともな    げんぎい  障害程度区分を廃止することに伴い、現在  
にんていしんさかいはいし いっばうしきゅうけってい  

の認定審査会は廃止する。一方、支給決定に  
ばあいたいおう 

ふふくしくしんさ 不服がある場合に対応した仕組みとして審査  
かい  せっ ち  さい  ほんにん  なら    かんけいしヤ  
会を設置する。その際、本人（並びに関係者）  

きんかくしんさおこな の参画のもとで審査を行うものとする。  

しちょうそんじつさい 
よう 市町村が実際にサービスに要した  

ひようざむてせけいひか 費用への義務的経費化を  
じ りつLえん【1う  

ぎいたく 「自立支援法」によって、「在宅サービスも  
ぎむてきけいひか 

ふくじつげんい 含めた義務的経費化」が実現すると言われて  
き 上たくかいご  じゅうどほうもんかいごとう  

いた。しかし、居宅介護や重度訪問介護等の  
ほうもんけい かん ぎむてきけいひ  
訪問系サービスに関しては、義務的経費とし  

ふたん  くに  さだ     こ っこふたんき じゅ人  
て負担するのは、国が定めた国庫負担基準の  

ぎいたく 
はんいかぎふく 範囲に限られている。「在宅サービスも含めた   
ぎ む て き け い ひか  じっさい  しち上うそん  
い              義務的経費化」と言うならば、実際に市町村  
ょう     ひエ う  たい       くに   と と■う がサービスに要した費用に対して、国、都道   

ふ けん  せさlこん  

j．たん Jjこな      ほんらい 府県は責任をもって負担を行うのが本来であ  

る。  
けんさい   じりつしえんIiう  しょうがいていごくぷん   
現在、「自立支援法」では、障害程度区分に   

り上うし1うIrん   

しと       ひと り           Lう 基づいて一人ひとりの利用上限が設けられる  

しょうがいていどくぷん 
き わけではないが、障害程度区分ごとに決めら  
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たいいんそくしん けんりようご  

ちいきいこう 地域移行・退院促進・権利擁護  

や圭一しがくいんだいがく はうぴ（．示 せいじぎ一うせいゲっか  

山梨学院大学法学部政治行政学料  
たけばたひろし   竹端 寛  

けんり上うご   
このプロジェクトチームにおいて権利擁護  

けんとう     さい  きょうつう lこんしききIfん  

について検討する際、共通の認識基盤におい  
のうり上くLゆぎ  しょうがいしヤ  さ王ぎま  

たのが、「能力主義ではなく、障害者を様々な  
けんりんLみん 
とらLてん 株利を持つ市民として捉える」という視点で  

にゅうし上Lせつ  せいしんかびょういん  ちいきいこう  
ある。入所施設や精神科病院からの地域移行・  
たいいんそくしん ちいきじりつせいかつ  
退院促進や、あるいは地域自立生活における  
けん り 上 う ごかたい   ぎろ ん  
さい          し てん   ムヒ 権利擁護課題を議論する際も、この視点に基  

けんとう いか ないょう  
づいて検討をした。以下、その内容について  
ふ  
触れていきたい。  

き上1ニゆう せいかつけいたい  せんたくけん  

居住・生活形態の選択権がなければならない。  
せんたくけん  かんれん  

せんたくしゅたい      し▲う  ただ選択権に関連して、選択主体である障  
がいしヤほんにん  ちlうきかん  にゅうし上 にゅういん   

し 害者本人が長期間の入所・入院を強いられて  
けっか  しせつ  び上ういんいがい    せいかつ  そうぞう  

きた結果、施設・病院以外での生活を想像で  
ふかあきらもばあい  

きなくなる、あるいは深い諦めを持つ場合が  
はんにん  せんたく  

つ    卜     しえんしヤ ある。また、本人の選択を受け止める支援者  
のうり上くしゅぎてき   Lてん   も  ち いき い  

が能力主義的な視点を持つかどうか、地域移  
こう  たいいんそくLん  せいこうじれい  たく き人 L  

行や退院促進の成功事例を沢山知っているか、  
ほんにんあきらきはうか 

などこと 等によって、本人の諦めを希望に変える事も  
こうじゅつ    とう じLヤ  

ねんお             かのう          念押しすることも可能だ。後述する当事者エ  

Lぎ1一＝1    しえんしヤ     きい ンパワメント事業や、支援者への再トレーニ  

とう  ひつ上う ング等も必要となる。  
とくてい  せいカ・つようLき  せいかつ  

ざ む  また、「特定の生活様式で生活するよう義務  

ほし▲うためLfんし上う づけられないこと」を保障する為には、現状  
に叶うし1しせつ  せいしんかび1ういんいがい  

せいかつ   む では入所施設や精神科病院以外での生活は無  

IJ二んなんム：んるい 理だ、と「困難ケース」に分類（ラベリング）  

しょうかいしヤしみん     ちいきせいかつ  じつげん  
されている障害者市民こそ地域生活が実現す  

せいさくてきしえん  じゅう上う  ちてさLょうかい  

るような政策的支援が重要である。知的障害  
L↑－  【こゆうし上しせつ  せい  
者の入所施設をゼロにしたスウェーデンや精  
しんかび上ういん  かいたい  
とう  ちし・き い こ う 神科病院を解体したイタリア等、地域移行・  
たいいんそくしん  Lっせん  おお    ナす  ちい き  き上つ  
退院促進の実践が大きく進んでいる地域に共   

ちいきいこう  たいいんモくしん lナんりようこ  

地域移行・退院促進と権利擁護  
けんりじ上うヤく   だい  し上う  
し1うがい       ひと  権利条約の第19条では、「障害のある人が、  

き上じゅうちおよ  
た   らの    ひエフ■と■う  き そ          他の者との平等を基礎として、居住地及びど  
だれせいかつせんたくきかいゆう こで誰と生活するかを選択する機会を有する  

とくてし・ せいかつょうしき  せいかつ  
なら         こと、並びに特定の生活様式で生活するよう   

Lヤカ▲いてきにゅういん にゅう  

ぎ レ                            義務づけられないこと」と、社会的入院・入  

L上   さ べつ              き てい              じゅうらい 所は差別であることが規定されている。従来  
のうりェくしゅぎ  カ・んてん  ほんにんいがい  せんbんカ▲  

の能力主義の観点では、本人以外の専門家が  
に－少ういんl二れ1し1  Uつ上うせい   てい ぎ  

入院・入所の必要性を定義してきた。だが、  
ぴ1うどう  

し上う  し〆）            た   も♂ノ     この19条が示すように、「他の者との平等を姦  
し上うがし・し1し入んじしん  

鹿」とされた障害者市民l：l身に、まずもって  
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りょうしゃほうてきけん  
さもとかいけつ 査に基づく解決のあっせん、利用者の法的権  

り上うごじちたいてい 利の擁護および、自治体もしくはサービス提  
き上うしヤ   かんこく             かいぜん         ほあい 供者への勧告や、それでも改善されない場合  

はうてきそちおこな  
なん には何らかの法的措置を行う。  

きかん   りょう しゃ  けんり   上 う ご  
そくしん  この機関は利用者の権利の擁護および促進  
だulいちぎてき かんが  ぎ1うせいないぶ  カーんさ  

を第一義的に考えるために、行政内部の監査・  
どくりつせい    だいきんしやせい  

かんとくぷも人     こと          監督部門とは異なる独立性（＝第三者性）が  

ひつ上う  ぐたいてき  り上うしゃがわ  
必要とされる。具体的には、利用者側のエン  

けんり 上 う ご  はか  たちば   
とお             めい パワメントを通した権利擁護を図る立場を明  

かく  うんえい  とう じしヤ  ちゅうしん  
確にするために、運営は当事者を中心とした  

じぎ上う  こうじゅつ   だいひ▲うしヤ  
ちい き                      地域エンパワメント事業（後述）の代表者か  

ひょうぎかい    じっきい  そうだん  ち▲うさとう  
らなる評議会が、実際の相談や調査等はその  
ひエうぎカ▲い  もと  
いいんかい             おこを 評議会の下におかれた委員会が、それぞれ行  

じぎ上うしゃ  ぎ上う  
こと  もと                            う事が求められる。またサービス事業者や行  
せいかぞくとう けんりしんがいみと 
ばあい 政・家族等は、権利侵害が認められる場合、  
じょうきいいんかいつうほう 
ぎむお 上記委員会に通報する義務を負う。  

こうしヤ  ちいき  
じぎ▲う    しちょうそん  後者の地域エンパワメント事業は、市町村  

いたく 
せっちじぎ上う が設置または委託をする事業で、ピアカウン  

ていき上うちいきく  
とう セリング等のサービスを提供し、地域に暮ら  

し上うがいしヤ                   おこな    じ り つ  しヤ す障害者のエンパワメントを行い、自立と社  
かいさん か  そくしん  はカ・  
もくてき      じぎ上う 会参加の促進を図ることを目的とする事業で  

じぎ上う  し上うがいしヤしみん  けんりけいせい   
かく ある。この事業は障害者市民の権利形成・獲  

せいしつヒlう  じりつせいかつ  

緯を昌晶す輩菜という性質上、自立生活セン  
し▲うがいとうじしヤ  いしけってし・  

ターをはじめとする障害当事者が意志決定の  
きかん 

かはんすうしにな 過半数を占める機関がそれを担い、ピアサボー  

してんじっLひつょう トの視点から実施することが必要である。  
こ人‥ニけんとう  し上うがいし1Jぎ十くたいはうしほう  し▲う   

なお今後検討される障害者虐待防止法や障  

かいしヤきべつきんしほう    ゆうきてきれんけい  もと 害者差別禁止法との有機的連携も求められる。  

つう  じゅうどし1うがいしゃ  ゆうせんてき  たいし上う  

通するのは、重度障害者を優先的な対象にす   
じょうけん ととの  

せんリセく         う   い          のう る戦略である。「受け入れ条件が整えば」と能  
り▲くLゆぎてき  かんが  たいしlう  

力主義的に考えればいつまでもその対象から  
じゅうどしようがいしヤ  

はず                  ま   きき  ち 外されてしまう重度障害者こそ、真っ先に地  
たいいんそくしん  たいし上う  かのう  

いき い こう                    域移行・退院促進の対象にする。それが可能  
じゅうたくほし上う そう  

になるように、住宅保障やホームヘルプ、相  
だん し えんたいせい  とうじしヤ  じぎ上うか  
談支援体制、当事者エンパワメントの事業化  
とうせいさくてききほんつく だいたんほうこう  
等の政策的基蛙を作る、といった大胆な方向  

てんかんもと 転換が求められている。  
ヒ ヒ うふけ■ん  L上う   

かのう                      これらを可能にするために、都道府県は障  
がいしゃほ人にん  いこ う   こべついこうけいかくきくてい  
もと        害者本人の意向に基づいた個別移行計画策定  

いこうけいかくじっし 
おこなあち を行うとともに、移行計画実施に当たって地  
いき じ りつ おこな  きl∫んせいぴ  しゅっしんちしち▲うそん おこな  

域自立を行う基盤整備を出身地市町村が行う  

ひつ上う ようにしていく必要がある。また、そうした  
ちいき じ り つ  はし上う  
くに  ちいき じ り つ 地域自立を保障するよう、国は地域自立への  
ゆうとうてきせいさく ぎいせいてきせきにん 
お 誘導的政策をはじめ、財政的責任を負うべき  

である。  

ちいきじりつせいかつ  けんりよう亡  
地域自立生活と権利擁護  

ちいきじりつせいかつかん けんりしんがい   
地域自立生活に関しては、権利が侵害され  

ちようさ  かんこくなど   きゅうきい  しえ人  
さい      つう       た際に調査・勧告等を通じて救済を支援する  
と とう ふけんた：人．い  こうてさ  こういきがたけんり ょうこきかん  
都道府県単位での公的な広域型権利擁護機関  

しようがいしヤしみん  けんりしゅたいしゃ  
にんしき と、障害者市民が権利主体者としての認識を  
けいせい  かくとく  しちlうそんたんい  

しえん     形成・獲得できるよう支援する市町村単位の  
ちいき じぎ上うひつ上う  
地域エンパワメント事業が必要とされる。  

ぜ人しヤ  こういきがたけんり ょうごきカ・人     しょうがいしヤLみん   

前者の広域型権利擁護機関は、障害者市民   
にゅうし1 にゅういんしヤ  j．く  りようしヤ  かぞく とう   
かん （入所・入院者も含む）、利用者の家族等の開  

けんり しんがい  かん  
けいしヤ           ていき上うしヤ             係者、サービス提供者などから権利侵害に関  
つうlユう                    そうだ人  J．う    ち上う する通報があったとき、その相談に応じ、調  
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重度訪問介護等介護派遣サービス実態調査  

障害者の地域生活確立の実現を求める大行動実行委員会  

Ⅰ．概要   

■調査の背景と目的   

重度訪問介護は重度の障害者が地域で生活していくための重要なサービスである。  

しかし、福祉人材の確保とりわけ介護派遣の人材確保が困難であることは既に、厚生労働省自身が認め  

るところであり、更に、身体介護などと比較して単価が低い重度訪問介護のための人材確保は困難を極  

めている。重度訪問介護を担う事業所では、人材確保ができないためにサービス提供が困難になり、利  

用者のサービス利用の権利が侵害される事態にまで立ち入ってきている。   

私たちは、重度障害者が安心して地域で暮らしていくことができるための事業のあり方について各方  

面に対して積極的な政策提起を行っていかなければならないと考えます。   

そのために今回、重度訪問介護等に関して、事業者、ヘルパー、利用者のそれぞれの状況に着目した  

自主的なサービス実態調査を行いました。  

■調査対象と調査方法   

調査は全国の重度訪問介護事業を行う事業者、利用者、ヘルパーを対象に電子メー／レ、ホームページ 

nlX等により協力を依頼した。またヘルパーを対象とした調査は本年1月から2月にかけて1次調査を  

行っている。2008年4月25日より調査票を配布し、5月26日までに電子メール、㍑、郵送などで  

回答を得た。回答数は事業所54、利用者151、ヘルパー877（一次調査含む）である。  

■調査対象事業所の概要  

●回答のあった事業所数は54箇所で、その半数以上は重度訪問介護の派遣時間が事業所の全派遣時間  

のうち8割を占め、、また全体の利用者数のうち47％は障害程度区分6で占められ、重い障害を持つ者  

への介護を主に担っている事業所が多い。  

ー1－   



Ⅱ．人材不足の現状   

■離職率   

全体を通じての平均離職率が22％、特に非常勤職員の離職率は26％という高い数字となった（表  

1）。また離職率20％を超える事業所がはぼ半分（49％）を占め、離職率30％以上の回答も3分の1  

に及び（図1）、多くの介護職員が現場を離れていっている状況が伺える。  

表1・平均離職率  

全体   22．9％   

非常勤   26．60％   

図1事業所離職率  

田10％未満 口20％未満 n30％未満 ロ30％以上  

■募集と採用状況   

これに対して、ヘルパーの応募をしても、月平均で2．3人しか面接に至らず、事業所が採用したヘ  

ルパーは14．8人にとどまり人材の確保がままならないことを示している。  

表2・面接数と採用人数  

平均面按人数   2．3人／月   

平均採用数   14．8人／年   
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